
所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
人
例

○
事
業
所
得
（
商
業
、
工
業
、
農
業
、
医
業
、

　

漁
業
な
ど
か
ら
生
ず
る
所
得
）
や
不
動
産

○
認
め
印

○
収
入
金
額
の
分
か
る
も
の
（
源
泉
徴
収
票

　

や 

支
払
調
書
・
帳
簿
な
ど
）

○
生
命
保
険
料
・
損
害
保
険
料
・
国
民
年
金

　

保
険
料
・
国
民
年
金
基
金
の
掛
金
な
ど
の

　

支
払
い
を
証
明
す
る
書
類

○
雑
損
控
除
・
医
療
費
控
除
を
受
け
よ
う
と

　

す
る
人
は
、
そ
の
領
収
書
や
保
険
な
ど
で

　

補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の
分
か
る
も
の

○
障
害
者
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
は
、

　

身
体
障
害
者
手
帳
や
戦
傷
病
者
手
帳
療
育

　

手
帳
・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

お
願
い
（
申
告
す
る
前
の
準
備
）

○
医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

（
新
規
）
を
受
け
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　

医
療
費
明
細
書
（
封
筒
）、
住
宅
借
入
金

　

等
特
別
控
除
額
の
計
算
明
細
書
を
作
成
し

　

て
く
だ
さ
い
。

○
事
業
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

　

収
支
内
訳
書
を
作
成
し
て
お
い
て
く
だ
さ

　

い
。

※
各
種
明
細
書
な
ど
の
様
式
は
、
本
庁
と
支

　

所
に
備
え
て
い
ま
す
。

　

税
源
移
譲
で
所
得
税
が
減
額
に
な
り
、
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額

は
、
住
民
税
の
所
得
割
か
ら
控
除
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
（
平
成
18
年
12
月
末
ま
で
に

入
居
し
、
所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受

け
て
い
る
場
合
）

　

住
民
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
る
た

め
に
は
、
毎
年
市
へ
申
告
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
詳
し
く
は
、
税
務
課
市
民
税
係
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

判定結果 申告区分 期間

① 市県民税の申告・確定申告は必要なし。 ―

② 市県民税の申告を行う必要あり。（確定申告をする場合は必要なし） ２月15日（金）
　　～３月17日（月）③ 所得税の確定申告を行う必要あり。

④

国民健康保険税の軽減措置・国民年金保険料の申請免除などを受ける場合
や、所得証明書が必要な場合は市県民税の申告が必要。
４ページに掲載している出張申告相談会場は大変込み合いますので、右欄
の期間中に本庁や支所で申告することをお奨めします。

３月18日（火）

　　～３月31日（月）

非課税収入のみ（遺族年金・障害年金・失業給付年金・
児童扶養手当など）

営業・農業・不動産・雑・
一時所得などがある

主に給与収入 年金収入のみ 収入なし

⑤ ④

問
税
務
課
市
民
税
係
☎
（
40
）
２
７
６
５

　

～
午
後
４
時
30
分

　

※
休
日
相
談
は
、
２
月
24
日
・
３
月
２
日

　

（
日
）
に
限
り
行
い
ま
す
。

場
所　

基
町
ク
レ
ド
・
パ
セ
ー
ラ
11
階
「
Ｎ

　

Ｔ
Ｔ
ク
レ
ド
ホ
ー
ル
」（
広
島
南
税
務
署

　

で
申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
）

市
・
県
民
税
等
申
告
で
必
要
な
も
の

税
務
署
主
催
の
確
定
申
告
相
談
日
程

日
時　

２
月
18
日
（
月
）
～
３
月
17
日
（
月
）

　

の
平
日
（
月
か
ら
金
曜
日
）
の
午
前
９
時

所
得
税
か
ら
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
額
を

引
き
き
れ
な
か
っ
た
場
合
は
申
告
を

月 日 相談会場 時間

2

15 （金） 江田島支所（保健センター）

午前９時～午後３時

16 （土） 本庁２階会議室

18 （月） 大柿公民館２階

25 （月） 飛渡瀬老人集会所２階

26 （火） 切串公民館３階

27 （水） 柿浦老人集会所

28 （木） 三高支所２階

29 （金） 沖美支所２階

３

３（月）
高田公民館 午前９時～正午

鹿川公民館 午後２時～午後５時

４（火）
大君消防屯所２階 午前９時～正午

深江老人集会所 午後２時～午後５時

５（水）
秋月公民館２階 午前９時～正午

江田島コミュニティセンター２階 午後２時～午後５時

６（木）
是長老人集会所 午前９時～正午

沖美ふれあいセンター２階 午後２時～午後５時

10 （月）
津久茂児童館 午前９時～正午

大須コミュニティホーム２階 午後２時～午後５時

●本庁からの出張申告相談日程

●本庁・支所（江田島・沖美・大柿）申告相談日程

　期　　間 ２月15日（金）～３月17日（月）の平日

　相談時間 午前９時～午後５時

　本庁夜間申告相談 ３月３日（月）～３月６日（木）の午後７時まで

所
得
税
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
所
得
金
額

よ
り
控
除
額
が
少
な
い
場
合
）

所
得
税
を
納
付
し
な
く
て
も
よ
い
（
所
得
金
額
よ
り

控
除
額
が
多
い
場
合
）

○
１
カ
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、
年
末
調
整
時

　

の
内
容
に
変
更
が
な
い

○
給
与
収
入
の
み
で
、
93
万
円
以
下
で
あ
る

○
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
あ
る

○
医
療
費
控
除
・
新
規
に
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

　

を
受
け
る

○
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払
い
を
受
け
た
・
年

　

末
調
整
を
し
て
い
な
い
・
給
与
収
入
が
２
０
０
０

　

万
円
を
超
え
る

○
給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超
え
る

年
金
収
入
金
額
が
１
４
８
万
円
（
65
歳
未
満
は
98
万

円
）
以
下

年
金
収
入
金
額
が
１
４
８
万
円
（
65
歳
未
満
は
98
万

円
）
を
超
え
る

同
居
家
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

○
別
居
家
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
る

○
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ
て
い
な
い

給
与
所
得
以
外
の
所
得
が
20
万
以
下

① ① ①③ ③ ③② ② ④

　　　平成19年中に、
どんな収入がありましたか？

確
定
申
告
～
自
分
で
書
い
て
、
郵
送

な
ど
で
お
早
め
に
～

※上の案内図は一例ですので、詳細は税務課市民税係へお問い合わせください。

あなたは申告が必要ですか？
次の案内図（質問）に答えていき、申告の必要があると判
定された場合は、早めに申告を済ませましょう。

申
告
相
談
始
ま
る

申告相談始まる

　

２
月
か
ら
、
市
県
民
税
の
申
告
や
確
定
申
告
な
ど
が
本
格
的
に
始

ま
り
ま
す
。
時
間
帯
に
よ
っ
て
は
、
相
談
会
場
や
受
付
窓
口
が
混
雑

す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
や
必
要
書
類
を
分
か
る
範
囲

で
あ
ら
か
じ
め
記
入
し
て
お
く
な
ど
し
て
、
待
ち
時
間
の
短
縮
に
ご

協
力
く
だ
さ
い
。

※本市での消費税の申告相談は、確定申告相談と併せて行います。

月 日 相談会場 時間

2

19 （火） 江田島公民館４階

午前９時30分

　～午後４時30分

20 （水） 大柿公民館２階

21 （木） 三高支所２階

22 （金） ＪＡ呉中町支店３階

●本市での確定申告相談日程（広島南税務署職員が相談を実施）

　

所
得
（
地
代
、家
賃
）
な
ど
が
あ
る
人
で
、

　

１
年
間
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が
、
所
得

　

控
除
合
計
額
を
超
え
る
人

○
土
地
、
建
物
な
ど
を
譲
渡
し
た
人

○
給
与
収
入
が
年
間
２
０
０
０
万
円
を
超
え

　

る
人
、
給
与
以
外
の
所
得
が
20
万
円
を
超

　

え
る
人

○
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど
で
取
得

　

し
た
人
、
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
人

○
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し
て
い
な

　

い
人

問
広
島
南
税
務
署

☎
０
８
２
（
２
５
３
）
３
２
８
１


